
産業建設常任委員会審査日程 
 

日 時  令和４年６月１０日（金） 

 午前１０時        

場 所  第１委員会室       

 

～審査内容～ 
 

１ 議案第４４号 山陽小野田市工場設置奨励条例の一部を改正する条例の制

定について                         （商工） 

 

２ 議案第４５号 財産の減額貸付けについて          （農林） 

 

３ 陳情書（大谷地区住民宅に隣接した場所に、新たに４つ目の残土処分場を

『山陽小野田市土地開発行為の手続き等に関する条例施行規則』第３条「土

地開発届出書」の内、「ただし」書き「市長が必要ないと認める場合は、この

限りでない」を適用して「同意」もなく強制的に設置しないよう関係機関に

要請していただくための陳情について） 

 

４ 閉会中の継続調査事項について 







1/3 

○山陽小野田市土地開発行為の手続等に関する条例 

平成１７年３月２２日 

条例第１５８号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、山陽小野田市の環境を保全し、調和のとれた地域開発と

災害の防止を図り、秩序ある土地開発行為を行うための必要な事項を定める

ものとする。 

（用語の定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

(1) 開発行為 土地の区画形質を変える行為をいう。 

(2) 事業者 開発行為をしようとする者をいう。 

（適用範囲） 

第３条 この条例は、山陽小野田市において、１，０００平方メートル以上の

開発行為に適用する。ただし、次に掲げる開発行為については、適用しない。 

(1) 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為 

(2) 国又は地方公共団体その他規則で定める事業者が行う開発行為 

(3) 法令により許可（農地法（昭和２７年法律第２２９号）第４条及び第５

条による許可を除く。）を受けて行う開発行為 

（届出） 

第４条 事業者は、開発行為に着手しようとする３０日前までに、規則で定め

るところにより、その旨を市長に届け出なければならない。 

２ 前項の規定による届出をした者が、その届出に係る事項を変更しようとす

るときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。 

３ 第１項の規定による届出を行う前に関係者と十分協議を行い、届出内容が

協議内容と差異がない場合は、開発行為の着手までの期間を短縮することが

できる。 

（改善の指示） 

第５条 市長は、前条の規定による届出がなされたときは、速やかに、内容を
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検討し、必要と認めたときは、改善事項を事業者に指示することができる。 

２ 事業者は、前項の規定の指示に従い、改善の措置を講じなければならない。 

（被害の防止） 

第６条 事業者は、関係者と協議し、開発行為により生ずる危険の防止、工事

関係車両の交通安全及び防塵、騒音対策について万全の措置を講じなければ

ならない。 

（損害の補償） 

第７条 事業者は、開発行為によって第三者に損害を与えたときは、関係者と

協議し、その補償の責めを負わなければならない。 

（立入検査） 

第８条 市長は、必要があると認めたときは、関係職員に立入検査をさせるこ

とができる。 

２ 前項の規定により立入検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、

関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。 

（工事完了の確認） 

第９条 事業者は、開発行為を完了したときは、その旨を市長に届け出なけれ

ばならない。 

２ 市長は、前項の規定による届出があったときは、遅滞なく当該開発行為の

届出内容に適合しているかどうかを確認しなければならない。 

（違反行為に対する処置） 

第１０条 市長は、第４条第１項若しくは第２項、第５条第２項又は第９条第

１項の規定に違反した者に対し、当該開発行為の停止、計画の変更及び施工

内容の改善等必要な措置を講ずるよう勧告し、又は命ずることができる。 

（委任） 

第１１条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

（罰則） 

第１２条 第１０条の規定による命令に違反した者は、１０万円以下の罰金に

処する。 

附 則 
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（施行期日） 

１ この条例は、平成１７年３月２２日から施行する。ただし、第１２条の規

定は、平成１７年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日までに、合併前の小野田市土地開発行為の手続

き等に関する条例（昭和４７年小野田市条例第２８号）又は山陽町土地開発

行為の手続きに関する条例（昭和４８年山陽町条例第３０号）の規定により

なされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりな

されたものとみなす。 

３ この条例の施行の日から平成１７年６月３０日までの間、平成１７年３月

２１日における山陽町に属する区域においては、第３条中「１，０００平方

メートル以上」とあるのは、「２，０００平方メートル以上」と読み替える。 
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○山陽小野田市土地開発行為の手続等に関する条例施行規則 

平成１７年３月２２日 

規則第１４８号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、山陽小野田市土地開発行為の手続等に関する条例（平成

１７年山陽小野田市条例第１５８号。以下「条例」という。）の施行に関し

必要な事項を定めるものとする。 

（適用除外） 

第２条 条例第３条第２号の規則で定める事業者は、次に掲げるものとする。 

(1) 国又は地方公共団体が法律に基づき設置した公団又は公社 

(2) 鉄道事業法（昭和６１年法律第９２号）第３条の規定による許可を受け

た鉄道事業者 

(3) 電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第２条第１項第２号に規定す

る一般電気事業者 

(4) 電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号）第１２０条第１項に規定す

る認定電気通信事業者 

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認めたもの 

（届出の手続） 

第３条 条例第４条第１項の規定による事業者の届出は、土地開発届出書（様

式第１号）によるものとする。 

２ 前項の規定による届出には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

ただし、市長が必要ないと認める場合は、この限りでない。 

(1) 開発に関する設計説明書（様式第２号） 

(2) 別表に規定する図面 

(3) 排水施設の流量計算書及び擁壁の安定計算書 

(4) 開発区域の登記事項証明書 

(5) 開発区域内の権利者の同意書 

(6) 開発区域の排水放流先を管理する者等の同意書 

(7) 開発行為により周辺に影響を及ぼすおそれのあるときは、関係者の同意
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書 

(8) 事業者が当該開発行為を行うために必要な資力及び信用を示す書類（た

だし、開発行為の規模が１ヘクタール未満のものは除く。） 

（変更の届出） 

第４条 条例第４条第２項の規定による届出は、土地開発変更届出書（様式第

３号）によるものとする。 

２ 前項の規定による届出には、前条第２項各号に掲げる図書を添付しなけれ

ばならない。ただし、市長が必要ないと認めるときは、この限りでない。 

（身分証明書） 

第５条 条例第８条第２項に規定する証明書は、様式第４号によるものとする。 

（完了の届出） 

第６条 条例第９条第１項に規定する完了の届出は、完了届出書（様式第５号）

によるものとする。 

２ 前項の規定による届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

(1) 工事写真 

(2) 開発区域の確定測量図 

(3) 事業者が、開発区域内において、道路、水路その他用地等の公共施設を

寄附しようとする場合は、それに必要な関係書類 

(4) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの 

（雑則） 

第７条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１７年３月２２日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日の前日までに、合併前の小野田市土地開発行為の手続

き等に関する条例施行規則（昭和４７年小野田市規則第１２号）又は山陽町

土地開発行為の手続きに関する条例施行規則（昭和４８年山陽町規則第２６

号）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の
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相当規定によりなされたものとみなす。 

別表（第３条関係）図面 

図面の種類 明示すべき事項 縮尺 

位置図 方位、開発区域の境界（朱書）、開発区域の

位置及び名称、開発区域から排出される雨水

及び汚水の流末又は河川への経路、用途地域

の区分及び他の法令による規制区域 

１／１０，００

０以上 

現況図 方位、開発区域の境界（朱書）、地形、開発

区域内及びその周辺の公共施設及び公益的施

設の位置及び形状 

１／１，０００

以上 

公図の写し 開発区域の境界（朱書）、道路・水路をそれ

ぞれ赤・青で着色、町又は字の境界とその名

称、転写年月日、転写者の氏名及び転写法務

局の名称、土地の地番及び所有者 

公図原本と等

倍 

求積図 開発区域全体の求積表、公共施設ごとの求積

表 

１／５００以

上 

土地利用計画図 方位、開発区域の境界（朱書）、施設の位置

及び名称 

１／５００以

上 

造成計画平面図 方位、開発区域の境界（朱書）、地形、切土

又は盛土をする土地の部分、がけ又は擁壁の

位置、施設の位置及び名称 

１／５００以

上 

造成計画断面図 開発区域の境界（朱書）、切土又は盛土をす

る前後の地盤面 

１／５００以

上 

排水施設計画平面

図 

開発区域の境界（朱書）、排水区域の区域界、

排水施設の位置・種類・勾配、水の流れ方向、

吐口の位置及び放流先の名称、調整池を設け

る場合にあっては調整池の位置及び形状 

１／５００以

上 

排水施設構造図 道路側溝その他の排水施設の構造・種類・材 １／５０以上 
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料、排水施設の落差工及び吐口工の部分の形

状、放流先の河川又は水路の名称及び断面水

位（低水位及び高水位）及び吐口の高さ 

道路計画標準断面

図 

道路の幅員構成、道路の横断勾配、道路及び

その路盤の材料・品質・形状及び寸法、道路

側溝の位置・形状及び寸法、道路への埋設物

の位置・形状及び寸法 

１／５０以上 

がけの断面図 がけの高さ・勾配・土質、現況地盤面及び計

画地盤面、のり面の保護方法 

１／５０以上 

擁壁の断面図 擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び

寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の

位置及び寸法、水抜き穴の位置・材料及び内

径、基礎地盤の土質並びに基礎杭の位置・材

料及び寸法、擁壁の背後の地盤面 

１／５０以上 

防災計画図 方位、開発区域の境界（朱書）、地形、工事

中の雨水排水経路及び流出計画、防災施設の

位置・形状・寸法及び名称、防災施設の設置

時期及び設置期間 

１／２，５００

以上 















 

 

 

閉会中の継続調査事項について 
 

 

委員会名 調 査 事 項 調査期間 

産業建設常任委員会 

・ 商業及び工業に関すること。 

・ 企業立地に関すること。 

・ 労政に関すること。 

・ 公共交通に関すること。 

・ 農業、林業、畜産業及び水産業に関すること。 

・ 卸売市場に関すること。 

・ 小型自動車競走事業に関すること。 

・ 道路及び橋梁
りょう

に関すること。 

・ 河川及び港湾に関すること。 

・ 都市計画に関すること。 

・ 駐車場事業に関すること。 

・ 都市開発に関すること。 

・ 公園及び緑地に関すること。 

・ 下水道及び農業集落排水に関すること。 

・ 建築及び住宅に関すること。 

・ 水道事業に関すること。 

・ 新型コロナウイルス感染症に関すること 

（産業建設常任委員会所管部分に限る。）。 

令和４年９月 

定例会前日ま

で継続して閉

会中調査する。 

  

  


